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は じ め に

トマスは， 信仰と恩恵とを結合し， サクラメン ト などに対して信仰にヨリ原理
(1) 

的な位置を与えた。 ユ スティフィカティオの 主題を先ずその方面からとりあげて

い くのがよ いかと思う。

I 

ユスティフィカティオにおいて ， 信仰は中心的な場所にある。信仰 なしには，
(2) 

だれ も義とされ なし、。

周知のよう に ， sola fide は， 宗教改革者たちのプロパガンダであった。 だが
(3) 

トマスも結局同じことを言 いはし なかったか。に もかかわらず ， 改革者たちは，

両者の聞に著し い遥庭を見 出した。信仰がサクラメントと 本質的に 並立する 関 係

にあるとは考え なかったのである。たとえば， メランクトンは， サクラメントが
(4) 

恩恵の原因ではあ りえ ない， と言う内

トマスにとって， サクラメントの力がキリ ストのみに発する以上， 信仰とザグ

ヲメントとが同時に諮られるのは当然 で、あった。 per C hri stum solu m がサクラ
(日〉

メントを規定する。かくて信仰が叶グラメントとともにあるのは一向に差支えが

ない。
(6) 

周知のように ， トマスはエウカリスティアの教えの中でソラ ・ フィデを言う。

けれど も ， ユスティフィカティオにおいてもそれがとりあげられうるにしろ ， 信

仰以外のファクターが排除される仕方においてではなL、。トマスでは， ユスティ

フィカティオに mot 凶í idei が もとめられるとき ， caritas， timor fili alis， hu mi ­
(7) 

Iitas が共伴する。 また mise ricodiaは， ユスティ フィ カティ オに先行 し ， 共伴
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(8) 
し ， 後続もする。

もとよ り ， トマスも信仰によってユスティフィカティオに価 する ， とは見 なか

っ た。 Per fidem igitur iustificatur h omo， non quasi credendo mereatur 
(9) 

Îustificationem : sed quia， d um iustificatur， credit . 勿論， カリタスが meren -

di principium であることも考え なくてはならぬであろう。 credere が 功績的で
(10) 

あるのは， 愛なしの信仰ではないからである。

してみると ， トマスが 神学ス ムマにおいて ， de iustificatione impii に 続 い

て， d e  merito を論じ たのは， 構造的にも 明瞭な理由があってのことと察せ ら
(lU (1m 

れる。 トマスはある個所で gratia vel caritas と言うが， カリタスと信仰との関

係を問うとは， 恩恵と信仰のそれをたずねるのと同じではなかろう か。 信仰が

恩恵に相対持するはずはない であろう。

トマスにおける信仰は本来 articuli fidei と関連するから ， その背景に教権が
(13) 

あるのは当然 である。 兎に角， ユスティフィカティオを受ける人間における信仰

が恩恵にもとづく限 り ， どのよう な系路を経て恩恵がわれわれのもとに来るかを

たどるのが第ーであろう。 キリストと Ecc1esia とが una mystica persona を
(14) 

形づくるとの立場によるとき， ユスティフィカティオははからずも教会との交渉

において現実性を獲得することと なるであろう。

いずれにしろ ， ユスティフィカティオにおける信仰は， エウカリスティアの教
(1';) 

えの中で語られ たと同様， auctoritati divinae innit iturを線底的な基礎とする。

E 

サクラメントが信仰とともに ユスティフィカティオに決定的な意味を 有するの
(16) 

は， insti tutio と し、う原理的な事態に端を聞く。 サクラメントが， キリストの人
(17) 

間性と切り 離せ ない 関係にある ならば， サクラメントを介して人聞はキリストに
(18) 

肉体化されることと なる。 サクラメントは unio in persona とL、う事態を介して

両本性的秩序において規定せられるであろう。 キリストのベノレソナにおいて ， 人

間性は神性に一致せしめられ たのだからである。

サクラメントが 両本性的秩序と関連するとい うことは， サクラメントの内的効

果が 実現される様式が神として人間としての キリストの働きにもとづくというこ
(19) 

とであろう。 もとよ りサクラメントを経て恩恵の interior effectus をもたらすの
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(20) 
は神のみではあるが， キリストの人 間性は instrumentum coni unctum， サクラ

(21) 
メントは instrumentum separatum である。

宗教改革者 たちは， エウカリスティアと 洗礼の二つだけを サクラメントとして
(22) 

数えるに至った。 トマスはそれらを poti ssima sacramenta という。 もっとも

改革者たちと同じ見解にもとづくからではなL、。

結局， 信仰とサクラメントとのかかわりをたずねるとき， virtus C hri sti copu -

latur nobis per fidem...…vi rtus sacramentorum， quae ord inatur ad tollendum 
(23) 

peccata， praecipue est ex fide passionis C hristi， とトマスが信仰に 明瞭な 有意
(24) 

義性を認めるところへとくりかえし 帰ってくるべきであろう。 この意 味において，

サクラメントと信仰とは並立する。

E 

恩恵にいつも voluntas nostra が 追 従するのは， トマスにおいて明らかである

が， いわゆる「功徳J の概念をめぐって宗教改革者たちは， 中世神学との聞にー
(2;;) 

線をヲ1，、た。

トマスは， ユスティフィカティオにおいて， 信仰とともに自由意思をもとりあ

げているから ， その面からも考えることができる。 しかもトマスが praeparatio

に言及する以上， やはり meritum との関係が 間われよう。
(26) 

恩恵の注賦とともに ， 同時にそこでの準備がおこ なわれるが， そう しろ準備が

gloriaにとって功績的であることは， 義とされ た人間の位置を決定してい ようし ，

その際， 恩恵にとって功績的であるのではないのは， ユスティフィカティオがも

ともと 功績にもとづか な し、からである。 トマスは，こう L、う準備の他に praepara -
(27) 

tio gratiae imperfecta についても語る。 meritorium opus が自由意志から ， 或
(28) 

いは聖霊の恩恵から発するとして， 二通りにあっかわれうるが， トマスにおいて，
(29) 

聖霊の恩恵が 全体の構造を支えている ， と見るのが正し いと思う。しかもトマス
(30) 

は eti am ea quae non meremur orando impetramus と言う。 me ntum の問題

は， 祈りとの関係をただすことを介して新しい視界を得ているのではないか。 ユ

スティフィカティオにおいて， 祈りは 根本的 な場所にあるであろう。

さて， ユスティフィカティオにおいて， 義とされるとき， その信仰は fides 

viva， つまり fides caritate formata であっ た。 このとき， そこでの関係は na-
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tura がカリタスに対するよう な 質料の形相への関係としてではな く ， dis positi o 
(31) 

p raecedens ultimam formam として考えられている。 信仰はたんに予備的な行
(32) 

為としてユスティフィカティ オにかかわるのではない 。 トマスは ， 不敬度なもの

の ユスティフィカサィ オにおいて ， 信仰の 運動とともに同時に ， カリタスの 運動
(33) 

もある ， と語る。 ここでの simul が見 逃されてはならぬかと思う。
(34) 

もとより ， トマスがカリタスに優位を与えているとの 印象はまず免れがたし、。

しかし不敬度なものの ユスティ プィカティオとメリトゥ ムが ， 前者は g rat Ia o pe­

rans の ， 後者は g rat ta coope rans の結 果であるにしろ ， 元来同一の ，恩恵にもと
(35) 

づき ， 結 果によって区別されるのだから ， カリタスと信仰とはここにおいて深く

交渉し合っていると思う。

N 

ユスティフィカティオの 主題をめぐって ， 周知のごとく ， habitus がとりあげ

られる。 そのスコラ学的な概念規定も ，若 し そのキリスト論的な 側面が指摘され
(36) 

た ならば ， さほど理解しがたL、もので ないのではあるまいか。
(37) 

ウニオ ・ イン ・ ベルソナ自体 ， 恩恵によるとはいえ (g ratia unionis) ， それは

esse pe rsonale に 秩序づけられている。 g rati a pe rsonalis や g ratia capitis が
(38) 

con veniunt in essentia habitus であるため ， それらとは区別されるが ， ユステ

ィフィカティオに結びつく g ratia habitualis は ， キリストにおけるウニオ ・ イ
(39) 

ン ・ ベノレソナに その基底を置くのは明らかである。

ウニオ ・ イン ・ ベノレソナを仔細にとりあげていくことは他の 機会にゆずるとし

て ， ユスティフィカティオがキリ ストの受苦や復活とどのように関係するかにふ

れてみたい。 サクラメントの問題にしろ ， トマスはそれらとの 連繋なしには考え

なかったようだ。 そのため ， サクラメントは目立って終末論的な 色彩を持 つこと

と なっ た。

たとえば ， トマスは洗礼のサクラメントについて言う， quia p oena passioni s 

C h risti communicatur bapti zato ， inquantum fit membrum C h risti ， ac si ipse 

poenam illam susti nuisset ， eius peccata remanent o rd inata pe r poenam passi ・
(40) 

onis C h risti. もとより 洗礼が poenalitates p raesentis vitaeをとりのぞく力を持 た
(41) 

ぬのではな い。けれど もそう いう結果は復活においてあ らわれる。
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ユスティフィカティオは， 成程罪 人を義とするが， 正しく終末論的に救済の完
(42) 

成を待望する人間に変えられるという仕方においてであろう。

同僚にして ， トマスはェウカリ スティアのサクラメントについても言う ， sicu t 

pas sio C hristi ，  ex cu iu s v irtu te h oc sacramentu m ope ratu r， est qui d em 

cau sa suffic iens gloriae， non tamen ita qu od stati m  per i psam i ntrodu ca­

mu r i n  gloriam sed oportet u t  priu s  simu l compati amu r， u t  postea simu l 

glorificemu r， s icu t d ictu m R om. 8， (17� : i ta hoc sacramentu m non statim 

nos in glori am introdu ci t， sed dat nobi s  v irtu tem perv eniendi ad glori­
(43) 
am. 

トマスは， 悔俊のサクラメン トの項でも ， キリ ス トの受苦もまた ， それにわれ

われが同形化されるため， ある罰を課す， と反論するのを符らなかっ たほどであ
(44) 
る。 ユスティフィカティ オを ， サグラメン トとの関連で一層穿撃しようとする な

らば， 以上の脈絡をかえりみなくてはならぬであろう。

V 

サクラメン トにおいて ， 受苦と復活とがキリ スト者の実存と類稀 な様式で結び

っくのを見たわけであるが， このことはサクラメントが本質的に キリ ストの人間

性と不可分離に 連関することに由来しよう。 既に使徒パウロは， キリ ストの受苦

と復活に 洗礼をかかわらせている。 周知のごとく， C hri stu smy stik と呼ばれ たほ
(45) 

どである。

ユスティフィカティオを ， トマスは受苦と復活とに関係させ たが， サクラメン

ト も キリ ストの人 間性につら なる以上， この間の事情と交渉しあうのは当然 であ

ろう。

恩恵がユスティフィカティオを結果するのだから ， 受苦と復活とを思恵を介し

ても理解できる。

キリ ス トにおけるd恩恵は， quasi u na persona my stica を形づくる キリ スト者

個々人に及ぶのだから， ここでも恩恵は各々の実存の可受苦性に背馳し ない。 ト

マスは， い わば「受苦の交流」と もいうべきものに ついてさえ語ってい た。若しキ

リ ストの受苦によってキリ スト者の実存の中からそれぞれ傷がとりきられること
(46) 

にのみ言及する なら， 未だ半面の真理を語るに過ぎないと思う。
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恩恵の人聞における現存を存在論的一心理学的に問うことはもとより必然的で
(47) 

あろうし ， トマスにおいてもそういうい わば勝義における人間学的な作業が企て

られてい ることもたしかであるが， ユスティフィカティオと いう 当面の課題にと

っ ては， 受苦や復活との連関の如何にとどめておくべきだろう。いずれにせよ ，
(48) 

聖霊の人間実存への交渉 ， そこに恩恵の教えの中心があろうかと思う。
(49) 

トマスは， grati a non dicitur facere gratum eff ectiv e， sed forma1iter と ， 思

恵を形相的に解する。聖霊は人間の心に注賦されるとき， 同時にそれを受け いれ

るようにと人聞を動かす。 トマスが grati a gratum f aci ens di sponit animam ad 

habendam divinam P ersonamと言いつつ， ipsum donum grati ae est a Spi ri tu  
(50) 

S ancto と附加し たのは， そこに自由意 思の役割が認められてい るからであろう。
(51) 

eff ectiv e に恩恵をいうときは， とくに自由意 思を考えずともよいにちがい なし、。

キリス トの死が救済のために働くのは， もとより ex virtute di vi nitati s uni­
(52) 

t ae， et non ex sola rati one mortis であるから ， やはり ， ウニオ・イン ・ ベルソ
(53) 

ナの珂本性約秩序が前提にあろう。同様のことは復活にも言いうる。

霊魂 の復活はユスティフィカティオの結 果である 功績に属し ， 身体の復活は審
(54) 

半IJ者の審判の結 果である罰 ， 或いは報酬に 秩序づけられる。ここにもユスティフ

ィカティオの終末論的な構造が明らかに なるであろう。それはつねに将来に向っ

て聞かれてい る。 成程 ， ユスティフィカティオに お い て， remissi o cu1pae と
(55) 

novi ta s  vitae per grati am とが同時におこるけれ ども ， ここでの novltas vltae 

はその時点ですっかり完成されてい るわけではなL、。ユスティフィカ テ ィ オ は

resurrecti o ani marumを紡ぎだきなくてはならぬ。

トマスは言う ， 神の正義がわれわれの復活の 第ーの原因であ る。 それに対して
(56) 

キリス トの復活は， 第二の， あ たか も道具的な原因であ る ， と。ユスティフィカ
(57) 

ティオは正義とかかわる。それが向うところの神の正義は， 終末論的な性格にお

いてよく理解されよう。キリス トの審判は， 悪人をも含めてすべての者に及ぶ。

それは divi na i ustiti a から権能を受けておこ なわれる。 トマスはここでもキリ
(58) 

ス ト論的に考えていると思う。

兎に角， 復活が善人にとって究極的な完成を意味するとすれば， ユスティフィ

カティオはそれに向つての力強い 歩みであるというちがし、があ る。 サクラメン ト
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が終末論的な性格を排除し ない ことは既に見たが， トマスにおいて， ユスティフ
(59) 

ィカティオは正しく p oen ítent ta の行為による結 果でもあった。

ユスティフィカティオにおい て ， remiss i o  culpae から n ov ítas v ítaeへと い
(60) 

う 本性の秩序がある。義とされる人 間にとっては， 恩恵が獲得される ことより罪

答の赦しが先にある。もとより， 同じく 本性の秩序によるが， 義とする 神にとっ
(61) 

ては g ratiae infusi oが先行する。 思恵が形相的に語られ たから， 自由意思の動
(62) 

きが本性の秩序において恩恵の獲得に先行し ， 恩恵の注賦に続くことに も なる。
(63) 

ユスティフィテカィオは in in stanti におこる。

受苦から復活へとユスティフィカティオが関連せしめられ たとき， 罪答の赦し

が先行するわけだから ， 赦されてのち恩恵の獲得がそれに続くことと なろう。 ユ

スティフィカティオの原因が起源的に見る限り， 思恵の注賦にあるのだから， す
(64) (65) 

べでは義とする神から来る。di sp ositi o も 神ご自身がなさるのならば， ユスティ

フィカティオが神以外の方から来るはずがない。 トマスは， 罪 人が義とされてか

ら赦される ， と語ったのではなL、。

こうして， ユスティフィカティオは成義乃至義化であるが， 別の見地よりすれ
(66) 

ば， 宣義或いは義認である。 宗教改革者たちが過去においてそう いう結論を 引き

出さ なかっ たのは， 恐らく ， 一つにはhabitus としての恩恵の理解に航 い たから

でもあろうし， また一つには予定の教えを ， ル ターに見られる ごとく ， オッ カ ム
(6ウ)

などの神観と実存的な状況を 蝶介にして結びつけ たためで もあろうか。

む す び

恩恵の伝達はキリ スト自身の伝達である ， との大バル トの言葉は， ユスティフ
(68) 

ィカティオの教えが本来向うべき目標を語っているであろう。勿論， バルト など

はそれを 純粋に終末論的に語っ たので、あるが， トマスの世界に移すのに差支えは
(69) 

ない と思う。恩恵は人 間霊魂 の沖性の分有である。 トマスは naturaliter anima 
(70) 

est g ratlae  c apax と言う。 ユスティフィカティオの教えにおL、て， トマスは，

バルトのいうBeg egnung v on Na tur und Gnadeにあくまで沈潜したとい わ なくて

はならぬ。

結局， 恩恵は， ウニオ ・ イン ・ ベノレソナの両 本性的秩序に その基礎を 有するで

あろう。
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108， 2. ad2. 

(5 ) S. T.， I-II， 108， 2. 

( 6 )  S. T.， m， 75， 1. 

( 7 )  S. T. ， I-II， 113， 4， ad1. 

( 8 ) loc. ci t. つまり， ユスティフィカティオを信仰に 帰属せしめるにせよ ， そ

れに向う他の行為を排去するのではなし、。

(9 ) S. T.， 1 - II， 114， 5， ad1. 

(10) S. T.， II - II， 2， 9， ad1. 

(11) S. T.， 1 -II， 114， 4， ad3. 

(12) S. T.， 1 - II， 114， 8， 2. 

く13) S. T.， II - II， 1， 6， ad1. トマスは， veritas fidei i n  sacra Sc riptu ra 

difuse co nti netu r et v ariis modis， et i n  qui busdam obscu re. S. T.， II -]l， 
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1， 9， ad1 と語る。 キリスト教的な教えの立脚地が本来どこに あるべきか明ら

かであろう。

(14) S. T.， m， 48， 2， ad1. ここに恩恵のいわば存在論的な構造の基底があろ

う。 Ib id.， I -lI， 114， 6etm， 48， 1. 

{1� S. T.， m，75， 1. S. T.， m，78， 3， ad6， d icitur sacramen tum f idei， quasi 

f idei ob iectum: quia quod sanguis Christi secundum rei veritatem sit in hoc 

sacramen to， sola f ide tenetur. Ipsa etiam passio Christi per f idem iustif ica t. 

トマスが， エウカリスティアの+タラメントとソラ ・ フィデの聞に 対応関 係を

認識しているのは， ここでも明らかである。 しかも直ちに 受苦が信仰によって

義とする事態が想起されている。

担骨 S. T.， I -lI， 108， 2， ad2. 

間S. T.， m， 62，5. トマスは， エウカリスティアのザクラメントにおけるキリ

ストの現存と， 他のサクラメγトにおけるそれとの区別について優れた見方を

している。 S. T.， m， 79， 1. S. T. m， 80， 12， ad2. 純粋に 終末論的な立

場にはこのよう なことはまず見られなL、。

{1!f S. T.， m， 62， 1. 

同S. T.， m 64， 3. 

捌S. T.， I-lI， 112， 1. Ib id.， m， 64， 1. 

tln S. T.， m， 62， 5. I b id.， I -lI， 112， 1， ad1. 

凶 S. T.， m， 62， 5. 

闘S.T.， m， 62， 5， ad2. 

凶 S.T.， m， 64， 2， ad3. 教権の大切なゆえんである。 信仰とそのサクラメン

トとは不可分 離 な関 係に ある。 しかも続いてトマスは言う ， sicut non l icet e is 

constituere al iam ecclesiam， ita non l icet eis tradere al iam f idem， neque 

instituere al ia sacramen ta. 

間 R. ゼー ベノレクは， Gregor von R imin i  の他， す べてのス コラ神学者がベ

ヲギウス 主義者であづた， と極言 す る。 Lehrbuch der Dogmengeschichte， 

1895-98， N ，  S. 163. serv um arb itrium (ルター 〉によ るとき， ほとんど不

可避の結論であっ たか。
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白骨 S. T.， 1 - lI. 112， 2， ad1. 

闘" S. T.， I-ll， 112， 2， ad1. 
凶 S. T.， I-ll， 114， 3. 

闘 S. T.， adnotationes ad 1 -ll， P， 630. Movet enim Spiritus Sanctus hom i­

nem ad merendum med iante gratia. い ずれにしろ，S. T.， I-lI， 112， 2，4): 

Voluntas nostra凶t om nino ped issequa respectu d iv inae gratiae et nu llo modo 

praevia; quia ipsa vo luntas bona， quae gratiam gratum facientem praecedit， 

ex Deo nob is provenitである。

側 S. T.， 1 -II， 114， 9， ad1. 1 b id.， 114，6， ad2. 当然 ながら ， トマスの思想

は 深く宗教的である。

削 S. T.， ll-ll， 2， 9， ad1. パルトすら， トマスにお ける信仰 をたんに準備と

して理解するK. Barth， d ie K irchliche Dogmatik， I/ i， S.70. 

倒 f ides caritate formataの formata の 用法は厳密に理解されるべきであろう。

闘 S. T.， 1 -lI， 113， 4， ad1. 

凶 S. T.， I-lI， 114， 7， ad3. 

闘 S. T.， I-lI， 111， 2， ad4. Cfr. S. T.， ll-ll， 1， 8， ad5. ユスティフィ

カティオ は， 聖三位一体の 活動 である。

間 S. T.， m ，  8， 1， adl. Ib id.， 69，4ハピ トゥスはキリスト自身に由来する。

Cfr. K. Barth， op. c it.， I/ ii， S. 440. 

間 S. T吋m ， 8， 5， ad3. 

闘 S. T.， m. 8， 5， ad3. 

倒 S. T.， m ，  7， 13. Ibid.， 8， 5et6. ユスティフィカティオ はキリストの人間

性と の交渉にお いておこる。

側 S. T. ，m ，69，2， adl.rulpa-poena-passio の 三者間に関連があるのがわかる。

削 S. T.， m， 69， 3. 

幽 S. T.， m ，  69， 3. Christus-Christianus の間にある関係が指摘される。et

Christianus……habet tamen corpus passib ile， in quo pro Christo posset pati. 

14:>> S. T.， m， 79， 2， adl. 

凶S. T.， Supp1.， 18， 3， ad3. 
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担司 Cfr. A. Deissmann， Die neutes tament1iche Forme，1.， in Christo Jesu ， 

1892. 

H四s. T.， m， 69， 2， ad1. Cfr. S. T.， Supp l.， 42， 1， ad3. S. T.， I-II. 

85， 5， ad2. 

担司 S. T.， m， 62， 1. Ibid.， 1 -lI， 111， 2， ad1. Cfr. S. T.， m， 63， 5. 

ad1. トマスは， 恩、恵を accidens quoddamと いう S. T.， l-II， 111， 2，ad 1. 

恩恵が附帯有的にあるからとて， 霊魂に形相的に現在化されるわけであるから，

もとよ り 霊魂 の陪 から 光 への移行が予 想される S. T.， 1 -II， 110， 2， ad1. 

Ib id.， 1 - II， 111， 1， ad1. 

幽Cfr.S. T，. 1， 37， 2. 

H骨 S. T.， I-lI， 111， 1， ad1. 

刷 S. T. ， 1， 43， 3， ad 2. 

�l) S. T.， 1 ，  43， 3， ad1. ル ターは， Liberum arb itrium extra gratiam consti・

tum nullam habet prorsus fac ultatem ad iustitiam， sed necessario est in pecca-

tis (Rom. II212， 16-24)と 言う 。恩恵と 自由意思と を 極度に相対抗せるもの

と 見るに支った のは，恐ら く ，オッカ ムからの思想的影響のもと に育 てられた若

いノレ ターの， 深刻 な宗教体験 にもとづくでもあろう 。 ル ター は，修道院 にお いて，

quod in se est をしと げよう と して， 非常 な内面的苦悶 を経験 した と いうH.

Hermelink， Die theo log ische Fakultät in Tilbingen vor der Reforma tion 1477 

--1534. S. 126 lト マスは， 超 自然と自然 を 当然 区別するしS. T.， 1 -II，112， 

3， 恩、恵はハピ トゥスと して理解されていた S. T.， 1 -IL 108，1， ad2. トマス

は， 恩恵と 自由意思と を相互排除的に考えはし なかった し ， ユスティフィカテ

ィオにお ける自由意思 が liberum arb itrium extra gratiam であるはずは

ないS. T.， II -IL 52， 1， ad3. 従っ て ， quod in se est をおこ なうこと につ

いての評価 も ， ル ターの場合と は大分ちがっ て く る S. T.， 1 - II. 112， 3. 

倒 S. T.， m， 50， 6， ad1. 

闘 S.T.， m， 56， 1， ad1. ここ にも「受苦の交流」の例 がある。Et ad2. 

凶 S. T.， m， 56， 2， ad3. 

倒 S. T.， m， 56， 2， ad4. 
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同 S. T.， m， 56， 1， ad2. 

B司 S. T.， 1 - JI， 113， 1. 

岡 元来 ， 復活は，善人に 対してだけではなく，悪人にも及ぶ。 その審判は， 神的

正義から権能を受けておこ なわれるS. T. ，m， 56，1， ad3. Cfr. S. T.， m， 56， 

1， ad2. ここでの decrevitは， キリストが人の子として審判をする権能を受

け たとし、う事実との 連関で理解されている。

側 S. T.， m， 86， 6， ad2. Ibid.， ad3.い ずれにしろ， 恩恵は， 罪君事の赦しのヨ

リ原理的な原因であ り，悔俊のサクラメント以上である(ad id autem quod in 

contrarium obiici tur). 

(601 S. T.， m， 62， 5， ad 3. ユスティフィカティオは， ratione termini ad quem 

復活に ， ratione termini a quo受苦に 帰せられる。S.T.， 1 - IL 113， 8， ad1. 

制 S. T.， 1 - JI， 113， 8， ad1. 

給油 S. T.， 1 -ll， 113， 8， ad2. 

お� S. T.， 1 - rr， 113， 7. 

制 S. T.， I-ll， 113， 7， Ib id.， 113， 3. 

加国 S. T.， 1 - ll， 113， 8， ad2. 

側 周知のごと く ， imputatio は inf usio に対して， 宗教改革者たちが用いた 概

念である。 だが， トマスのユスティフィカティオの教えにおいて， それにあた

る用語がまるで見られぬわけではなし、。Cfr. S. T.， 1 -rr， 113， 2， 2 et ad2. 

ここでは， 罪を転嫁し ない こと， 勘定の俸引きも恩恵の結果である ， といわれ

て いるのだから， 赦罪 が reputatio d iv ina にあることまで 否定されてはし、ない。

果して， トマスは， キリストへの信仰は， 神の思恵の企図 によって義とする 力

を 有する， と言う。S. T.， m， 6， 3， ad3. しかも f ides reputatur ad i ustitiam 

sec und um propositum gratiae Dei とのロー マ人への書簡四 五 にもとづい

ている。 トマスにおけ るユスティフィカティオが， 宣義 義認の性格を持 つこ

とは明らかである。 改革者たちは reputare， imputare promisc ue をほぼ

同義 に 用い た。 熊野義孝「基督教の本質J 194-203頁参看。

(67) Cf r. R. Seeberg， D ie religiðsen Grundged anken des j ungen L uthers， und 

ihr Verhältnis z u  dem Ockamismus und des deutschen M ystik. S. 22. 
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s. T.. 1 - 1I . 110. 1. S. T.. 1 .  23. 5. も っ とも トマスの神観は， オッカ

ムのそれと著し い 距 離を保つであろう。 トマスは， 啓示 によらずには， 何人も

自ら確実に恩恵を有することを知る ことはできない ， と言 い . coniecturali ter 

p er aliqua signaの程度 で 認めた S. T.. 1 - 1I . 112. 5Cfr .S. T.. m. 80. 

4. ad5. 

糊 K. Barth. op. cit.. I/ii. S. 263. 

剛 S. T.. m. 62. 1. 

f明S. T.. m. 113. 10. et ib id.. 4. 

!7n K. Barth. op. cit.. I/ii. S.885. 


